
R６.1.１ 医事課 

マイナ保険証等オンライン資格確認に関するご案内 

 

当院では、診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。 

正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用及び健康保険証の情報を用いた 

オンライン資格確認に、ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。 

【顔認証リーダーは、受付カウンターの保険証確認窓口に設置しています。】 

※マイナンバーカード認証（マイナ保険証）をご利用される際には、 

受付カウンター職員にお声がけ頂けますようお願い致します。 

 

◆オンライン資格確認システムを用いて情報取得に同意された場合、以下情報の閲覧が可能となる 

ため、それらの情報に基づいた診療を行うことができます。 

・特定健診情報（特定健診及び高齢者健診等の結果） 

 ・薬剤情報（処方されているお薬の情報） 

 ・限度額認定証情報 等 

※情報の閲覧は、同意された日のみ可能となっております。同意日以外の閲覧は致しません。 

※マイナンバーカード（マイナ保険証）をご利用の患者様は、大変お手数ですが、受診の都度、マイナンバーカード 

をカードリーダーへご提示下さいますよう、お願い致します。 

※各種医療証（特定疾患受給者証、公費負担受給者証等）には対応しておりません。お手数おかけ致しますが、マイ 

ナ受付実施後、保険証確認窓口に今まで通り紙の受給者証のご提示をお願い致します。 

 

◆医療情報・システム基盤整備充実体制加算の算定 

政府による医療 DX 推進のためのオンライン資格確認の導入・普及の観点から当該加算が設定されました。 

当該点数を算定することにより、窓口でのお支払額が変わることがございますので、予めご了承の程お願い致します。 

資格確認条件 診療情報取得の同意有無 初診時 再診時 

マイナ保険証利用あり 

診療情報等の取得に同意あり 
２点 

（加算２） 

0 点 

（加算無） 

診療情報等の取得に同意なし 

（カード破損、電子証明書失効等包含） 

４点 

（加算１） 

マイナ保険証利用なし 

（紙保険証持参） 

診療情報提供書（紹介状）持参あり 
２点 

（加算２） 

診療情報提供書（紹介状）持参なし 
４点 

（加算１） 

 ※マイナンバーカードの破損や電子証明書が失効している等の場合、マイナ保険証は利用できません。 （1 点=10 円） 

※マイナ保険証利用等についての詳細は、厚生労働省のポータルサイドをご参照下さい。 


